安芸太田町集落支援員募集要項

人口減少や高齢化が著しく進む本町において、集落支援対策を実施していくこと、また、特に集落の維持が困難となりつつある周辺地域に対し、地域の実情を把握するとともに集落の維持を推進していくことを目的として、次のとおり集落支援員を募集します。

１．募集人数
１名（戸河内地域）

２．応募資格
（1）応募要件
① 満年齢70歳以下で、安芸太田町に住民票を有する方。または、安芸太田町に住民票を異動することができる方。
② 普通自動車運転免許を有する方。
③ パソコン（ワード、エクセルなど）の一般的な操作ができる方。
④ 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第１６条各号に掲げる欠格事項に該当しない方。

（2）求める人物像
① 地域活動に積極的に参加する方
② 心身ともに健康で、誠実に業務を行うことができる方
③ 積極的にコミュニケーションを図り、意欲と情熱をもって取り組める方

３．活動内容（要綱抜粋）
（1）担当地域内の見守り及び点検
（2）担当地域の課題の把握、分析及び対応策の検討
（3）担当地域と町の連携体制づくりの支援
（4）担当地域の自治振興会事務の支援
（5）集落支援対策に関すること
（6）その他町長が必要と認めた活動

（具体例）
・担当地域の巡回や高齢者等の見守り活動などを通じて、地域の声を聞きながら集落維持活動を支援。
・自治会長・民生委員・社会福祉協議会など関係機関と連携し、地域内での話し合い、清掃活動、サロン等の地域活動の開催・参加・促進。
・その他、猪檻の設置や道路の緊急補修などもあります。





４．主な活動地域
　　　戸河内地域（那須、打梨、川手、梶ノ木、板ケ谷、横川、小板等）

５．雇用形態及び期間
（1）雇用形態
パートタイム会計年度任用職員

（2）雇用期間
委嘱の日から当該年度末まで
※人事評価を行った上で、再任することがあります。
※支援員としてふさわしくないと判断した場合には、任用期間中であっても任用を取り消すことがあります。

６．勤務日数及び勤務時間
（1）週４日（週31時間）、１日当たり７時間45分を原則とします。
（2）時間外、週休日、国民の祝日及び12月29日～１月３日に勤務を行った場合は、振替による対応とします。

７．報酬・手当等
（1）報酬　　月額158,000円
（2）期末勤勉手当　　あり
（3）通勤手当　　あり

８．福利厚生
（1）社会保険（健康保険、厚生年金、雇用保険）に加入します。
（2）活動に使用する車両等については、町が貸与します。
（3）活動に必要な旅費、燃料費、通信費、消耗品費等については、予算の範囲内で町が負担します。

９．応募方法
（1）応募期間
令和８年４月１日（水）から令和８年４月３０日（木）まで
　　　※上記期間までに応募がない場合は、随時募集とします。
（2）応募書類
① 安芸太田町集落支援員応募申込書
※安芸太田町役場地域協働課で受け取り、または安芸太田町ホームページからダウンロード。
② 履歴書（書式は任意）
※写真（撮影から６か月以内、上半身・無帽・正面）を貼付してください。
③ 住民票記載事項証明書（原本）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※提出書類は返却いたしません。また、提出された個人情報については本募集のみに使用し、その他の用途には使用いたしません。
（3）提出方法
応募先宛てに郵送又は持参にてご提出ください。

10．選考方法
書類審査及び面接審査を実施します。
（1）第１次選考
書類選考の上、文書にて結果を通知します。
（2）第２次選考
① 第１次選考合格者を対象に、安芸太田町役場で面接を行います。第２次選考の日時は、第１次選考結果通知の際に合格者にお知らせします。
　　　② 選考結果(最終)は、文書にて結果を通知します。採用日等は合格者と相談の上、決定します。

11．応募・問い合わせ先
安芸太田町役場　地域協働課　「集落支援員」募集担当
〒731－3810
広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地１
電　話：0826-28-2116　メール：chikikyodo@akiota.jp
担当者：田原
※お問い合わせの内容によっては、後日回答させていただく場合があります。

